
 1 

重 要 事 項 説 明 書 

（通所介護サービス） 

 

＜令和 6年 6月 1日現在＞ 

 

 

                        社会福祉法人 秀生会 

                        ヒューマンヴィラ伊豆デイサービスセンター 

                        電話番号   ０５５８－５５－２２０１ 

 

 

 

当事業所は介護保険の指定を受けています。 

（静岡県指定  第２２７０１００１２２号） 

           

 

      当事業所は、ご契約者に対して指定通所介護サービスを提供します。当事業所の 

概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説 

明します。 

 

 

◆◇目  次◆◇ 

 

1 事業者・事業所の概要 

2 サービスについての相談窓口 

3 当デイサービスセンターの概要 

4 運営方針 

5 サービス内容 

6 料金 

7 サービスの終了 

8 緊急時の対応方法 

9 事故発生時の対応 

10 損害賠償 

11 秘密保持 

12 非常災害対策 

13 サービス内容に関する苦情 
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１当事業所の概要 

法人の名称 社会福祉法人 秀生会 

法人の所在地 静岡県富士市厚原３５９番地８ 

電話番号 ０５４５－７２－５５００ 

ＦＡＸ番号 ０５４５－７３－１１６０ 

代表者氏名 理事長  中 島 佳 奈 美 

設立年月日 平成１１年１月２５日 

 

事業所の種類 

通所介護事業所 

＊当事業所は特別養護老人ホームヒューマンヴィラ伊豆に併

設されています。 

介護保険事業所番号 静岡県 第２２７０１００１２２号 

指定年月日 平成１２年３月１日 静岡県指定 

事業所の名称 ヒューマンヴィラ伊豆デイサービスセンター 

事業所の所在地 （〒410-3501）静岡県賀茂郡西伊豆町宇久須２０３０番地１ 

電話番号 ０５５８－５５－２２０１ 

ＦＡＸ番号 ０５５８－５５－２２１０ 

施設長（管理者） 佐 藤 友 康 

事業開始年月日 平成１２年４月１日 

２ヒューマンヴィラ伊豆デイサービスセンターが提供するサービスについての相談窓口 

   電話  ０５５８－５５－２２０１  （午前８時３０分～午後５時３０分まで） 

   担当  生活相談員  長島 尚文   

 

３ヒューマンヴィラ伊豆デイサービスセンターの概要 

(1)サービスを提供する対象地域 

    西伊豆町   松崎町   伊豆市（旧土肥町）   

 

(2)職員体制 （職員の配置については、指定基準を遵守しています。） 

 資  格 
常 勤 非 常 勤 

専任 兼任 専任 兼任 

管 理 者 社会福祉主事  1   

事 務 職 員 社会福祉主事   1   

生活相談員 
社会福祉主事      

介護福祉士  2   

介護・看護職員 
看護師 准看護師 2  2  

介護福祉士 他 3 2 2  

運転手     2 
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 (3) ヒューマンヴィラ伊豆デイサービスセンターの設備の概要 

定  員 ４０ 名 
相 談 室     21.42㎡ 

介護者教室  24.32㎡    3.57㎡ 

食堂兼機能訓練室 226.94㎡ 
休 養 室 20.59㎡ 

送 迎 車           ５台 

浴  室 
一般浴槽と特殊浴槽

があります。67.69㎡ 

  

  

 

(4) 営業日及び営業時間等 

営業日 月～土曜日  ただし、年末年始(12/30～1/3)を除く 

営業時間 ９：００～１７：００ 

サービス提供時間 

９：１５～１６：３０ 

  ただし、利用者からの希望があり、それに対応可能な場合は、こ

の限りではない。 

 

４ 当事業所の運営方針 

   当事業所において提供する通所介護サービスは、介護保険法並びに関係する厚生労働省令、告

示の趣旨帯内容に沿ったものとします。 

(1) 利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるとともに、利用 

者及びその家族のニーズを的確に捉え、個別に通所介護計画を作成することにより、利用者

が必要とする適切なサービスを提供します。 

(2) 利用者又はその家族に対し、サービスの内容及び提供方法についてわかりやすく説明します。 

(3) 適切な介護技術をもってサービスを提供します。 

(4) 常に、提供したサービスの質の管理、評価を行います。 

(5) 居宅サービスが作成されている場合は、当該計画に沿った通所介護サービスを提供します。 

 

５ サービス内容 

(1) 日常生活上の援助 

 日常生活動作活動に応じて、必要な介助を行います。 

  ア 排泄の介助 

  イ 移動の介助 

  ウ その他必要な身体の介助 

(2) 健康状態の確認 
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(3) 機能訓練サービス 

 利用者が日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練ならびに利用者の心

身の活性化を図るための各種サービス（アクティビティ・サービス）を提供します。 

  ア 日常生活動作に関する訓練 

  イ レクリエーション（アクティビティ・サービス） 

  ウ グループワーク 

  エ 行事的活動 

  オ 体操 

  カ 趣味活動 

(4) 送迎サービス 

 障害の程度、地理的条件等により送迎を必要とする利用者については、専用車両により送

迎を行う。また、必要に応じて送迎車両への昇降及び移動の介助を行います。 

(5) 入浴サービス 

居宅における入浴が困難な利用者に対して、必要な入浴サービスを提供します。 

・入浴形態 

  ア 一般浴槽による入浴 

  イ 特殊浴槽による入浴 

・介助の種類 

   ア 衣類着脱 

   イ 身体の清拭、洗髪、洗身 

   ウ その他必要な介助 

(6) 食事サービス 

  ア 準備、後始末の介助 

  イ 食事摂取の介助 

 ウ その他必要な食事の介助 

(7) 相談、助言等に関すること 

 利用者やその家族の日常生活における介護等に関する相談及び助言を行います。 

  ア 日常生活動作に関する訓練の相談、助言 

  イ 福祉用具の利用方法の相談、助言 

 ウ 住宅改修に関する情報提供 

 エ 家族介護者教室の開催 

 オ その他必要な相談、助言 
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６ 料金 

（1） 利用料金 （通常規模型） 

※自己負担額は収入により 2割または 3割負担になる場合があります。 

 基本料金 
自己負担額 

(1割) 

自己負担額 

（2割） 

自己負担額 

（3割） 

要介護度 1 6,580円 658円 1,316円 1,974円 

要介護度 2 7,770円 777円 1,554円 2,331円 

要介護度 3 9,000円 900円 1,800円 2,700円 

要介護度 4 10,230円 1,023円 2,046円 3,069円 

要介護度 5 11,480円 1,148円 2,296円 3,444円 

 

加 算 利用料金 
自己負担額 

（１割） 

自己負担額 

（2割） 

自己負担額 

（3割） 
備 考 

入浴介助加算Ⅰ 400円 40円 80円 120円 
入浴介助を受けた場合

に加算されます。 

ｻｰﾋﾞｽ提供体制

強化加算（Ⅰ） 
220円 22円 44円 66円 

利用者全員を対象に加

算されます。 

中重度者ケア 

体制加算 
450円 45円 90円 135円 

ご利用者全員が加算さ

れます。 

介護職員等処遇 

改善加算（Ⅰ） 
9.2％ 9.2％ 9.2％ 9.2％ 

介護報酬額の合計に加

算されます。 

 

 

＊上記の他、次に掲げる項目については、別に自己負担となります。 

実施地域を越えてから片道概ね１キロメートルあたり       10円 

利用者の希望により、介護報酬設定上通常の利用時間とされる時

間を超えてサービスを提供するに要する費用のうち、介護報酬額

を超える額       （時間延長サービス） 

延長 1時間につき 

1,000円 

食事の提供に要する費用 720円 

教養娯楽費 実費 

おむつ代 実費 

連絡ファイル代 310円 

上記の他、通常介護サービスの中で提供されるサービスのうち、

日常生活においても通常必要となるものにかかる費用で利用者

が負担することが適当と認められる費用 

実費 
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(2)キャンセル料 

利用者の都合でサービスを中止する場合、下記のキャンセル料がかかります。 

                     （食事代としてキャンセル料がかかります。） 

 

７ サービスの終了 

(1) 利用者は当事業所に対して、１週間の予告期間をおいて文書で通知することにより、この契

約を解約することができます。ただし、利用者の病変、急な入院などやむを得ない事情がある

場合は、予告期間が１週間以内の通知でもこの契約を解約することができます。 

(2) 当事業所は、やむを得ない事情がある場合、利用者に対して、１ｹ月間の予告期間をおいて

理由を示した文書で通知することにより、この契約を解約することができます。 

(3) 次の事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約す

ることができます。 

ア 当事業所が正当な理由なくサービスを提供しない場合 

イ 当事業所が守秘義務に反した場合 

ウ 当事業所が利用者やその家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合 

エ 当事業所が破産した場合 

(4) 次の事由に該当した場合は、当事業所は文書で通知することにより、直ちに、この契約を解

約することができます。 

ア 利用者のサービス利用料金の支払いが２ｹ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにも

かかわらず 14日以内に支払われない場合 

イ 利用者が正当な理由なくサービスの中止をしばしば繰り返した場合、または利用者の入院

もしくは病気等により、３ｹ月以上にわたってサービスが利用できない状態であることが明

かになった場合 

ウ 利用者またはその家族が当事業所やサービス従業員又は他の利用者に対して、この契約を

継続し難いほどの背信行為を行った場合 

(5) 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。 

ア 利用者が介護保険施設に入所した場合 

イ 利用者の要介護認定区分が、非該当（自立・事業対象者・要支援）と認定された場合 

ウ 利用者が死亡した場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

①利用日の当日午前 8時までに連絡があった場合 無  料 

②利用日の当日午前 8時までに連絡がなかった場合 720円 
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８ 緊急時の対応方法 

   サービスの提供中に容体の変化等があった場合は、事前の打合せにより、主治医、救急隊、

親族、居宅介護支援当事業所へ連絡をいたします。 

家 族 
氏 名  

連絡先  

主治医 
氏 名  

連絡先  

 

９ 事故発生時の対応 

   利用者に対する通所介護サービスの提供により、事故が発生した場合は市町村、利用者の家

族、利用者に係る介護支援専門員に連絡を行うとともに必要な措置を講じます。 

 

10 損害賠償 

   利用者に対する通所介護サービスの提供により、賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠

償を速やかに行います。 

 

11 秘密保持 

   職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密保持を厳守します。また、職員でなくな

った後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を雇用契約の内容としています。 

 

12 非常災害対策 

(1) 防災時の対応  サービスの提供中に天災その他の災害が発生した場合、職員は利用者の避

難等適切な措置を講じます。また、管理者は、日常的に具体的な対処方

法、避難経路及び協力機関等との連携方法を確認し、災害時には、避難等

の指揮をとります。 

(2) 防災設備   ・緊急通報装置 

・防災頭巾  ヘルメット  担 架 

(3) 防災訓練    月１回防災訓練実施 

(4) 防火責任者   佐 藤 友 康 

(5) 東海地震への対応  当事業所では、想定されている東海地震への備えとして、「東海地震

に関する情報」が発表となった時は利用者の安全を第一に考え、次

のとおり対応します。 

             ア 東海地震観測情報発表時には通常の業務を続けます。 

             イ 東海地震注意情報発表時には利用者の家族と連絡を取り、引渡し

のための連絡体制や引渡し方法の確認などの準備的措置を行いま

す。在宅の時にこの注意情報が発表となった時は、お迎えに参り

ません。 
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             ウ 東海地震予知情報発表時には利用者の家族、又はその代理の方に

引渡しを行います。在宅のときにこの予知情報が発表となった時

はお迎えに参りません。 

 

13 サービス内容に関する苦情 

・ 苦情解決体制 

ヒューマンヴィラ伊豆デイサービスセンターでは、以下のように苦情解決のための体制を

整備し、実施いたします。 

※ 「苦情申し出窓口」を次のように設置いたしております。 

1. 苦情解決責任者 

 佐藤友康 （施設長） 

2. 苦情受付担当者 

 長島尚文（生活相談員）  

3. 連絡先 

 静岡県賀茂郡西伊豆町宇久須２０３０番地１  

ヒューマンヴィラ伊豆デイサービスセンター 

  電話  ０５５８－５５－２２０１ 

  受付時間 月曜日～土曜日  ８：３０～１７：３０ 

4. 第三者委員 

(1) 西宮 恂夫    電話  ０５５８－５６－０４３０ 

(2) 斉藤 チヅル   電話  ０５５８－４５－０８７１ 

(3) 井出 利巳    電話  ０５４５－５２－４８８２ 

 

当事業所以外に、市町村の介護保険課にも相談・苦情窓口があります。 

・ 行政その他の苦情受付機関 

※ 静岡県賀茂郡西伊豆町健康福祉課    ０５５８－５２－１１１６ 

※ 静岡県国民健康保険団体連合会     ０５４－２５３－５５９０ 

※ 静岡県福祉サービス運営適正化委員会  ０５４－６５３－０８４０ 

※ 苦情受付の方法 

① 苦情の受付 

           苦情は、面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が受付します。なお、

第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。 

        ② 苦情受付の報告・確認 

      苦情受付担当者が受付けた苦情を、苦情解決責任者と第三者委員（苦情申し

出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く）に報告いたします。第三者

委員は、内容を確認し、苦情申し出人に対して、報告を受けた旨を通知します。 

   ③ 苦情解決のための話合い 

      苦情解決責任者は苦情申し出人と誠意をもって話合い、解決に努めます。そ

の際、苦情申し出人は必要に応じて第三者委員の助言を求めることができます。 
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④ 第三者委員の立会いによる苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いは、次のよ

うに行います。 

       ア 第三者委員による苦情内容の確認 

       イ 第三者委員による解決案の調整、助言 

       ウ 話合いの結果や改善事項等の確認 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

    通所介護の提供開始にあたり、利用者に対して契約書および本書に基づいて重要な事項を

説明しました。 

 

       < 事業所 > 

         所在地   静岡県賀茂郡西伊豆町宇久須２０３０番地１ 

         名 称   ヒューマンヴィラ伊豆デイサービスセンター 

 

         説明者   職 名   生活相談員     

 

氏 名           印 

 

 

     私は、契約書及び本書面により、事業所から通所介護についての重要事項の説明をうけ

ました。 

       < 利用者 > 

         住 所  

 

         氏 名                    印 

 

      （ 代理人 ） 

         住 所 

  

         氏 名                    印 


